

Ⅳ　住宅入居等支援事業（居住サポート事業）
· 35％（18市町村）が実施。
· 住宅入居等支援事業の実施内容は、入居支援（不動産業者に対する物件斡旋依頼、家主等との入居契約手続き支援）を12市町村が実施。

＜厚生労働省調査＞











実施市町村数：15
※複数回答あり


















	＜厚生労働省調査＞
Ⅵ　指定特定・指定障がい児相談支援事業所等



·  指定特定・指定障がい児相談支援事業所数は1,412事業所
　 　　   （指定特定相談支援事業所1,393箇所、 指定障がい児相談支援事業所1,044箇所（重複あり））
       参考：指定一般相談支援事業所は536事業所
·  このうち、市町村から障がい者相談支援事業の委託を受けている事業所
　 　   （委託相談支援事業所）は12％（1,412事業所中175事業所
· 指定特定・指定障がい児相談支援事業所の対象者は、「３障がい＋障がい　
　　　　 児」が73％（1,027事業所）、「３障がいのみ」が26％（368事業所）、「障がい　
　　　　 児のみ」が1％（17事業所）等。



























· 指定特定・指定障がい児相談支援事業所で業務に従事する者の人数は、 3,587人。
　    そのうち、相談支援専門員（主任含む）として従事する者の数は3,018人。

＜厚生労働省調査＞
Ⅵ　指定特定・指定障がい児相談支援事業所等





























※障がい福祉サービスと障がい児通所支援の両方を利用している場合は、障害者総合支援法分・児童福祉法分それぞれに計上。

【障害者総合支援法分】市町村別セルフプラン率（R7.3月末現在）





























※障がい福祉サービスと障がい児通所支援の両方を利用している場合は、障害者総合支援法分・児童福祉法分それぞれに計上。
【児童福祉法分】市町村別セルフプラン率（R7.3月末現在）







































（２）大阪府調査結果概要について




















＜府追加項目＞
Ⅰ　令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの新規・廃止事業所数




＜指定特定・障がい児相談支援事業所＞
	新規事業所数
	161か所

	廃止事業所数
	76か所

	＜廃止の理由＞

	相談支援専門員の確保が
できないため
	25か所

	他事業所への切替・統合など、
法人の方針転換のため
	6か所

	報酬（加算を含む）が
業務の質・量に比べて低いため
	3か所

	その他の理由
	・事業所移転
・経営困難
・運営法人の変更　　　　　　　　　　等


＜府追加項目＞
重層的支援体制整備事業について




























＜府追加項目＞
相談支援体制に関する協議・検討














	・相談支援体制の協議・検討事項について
その他 ：事例検討 / 障害者施策に関する内容 / 地域課題の抽出















＜府追加項目＞
支援人材の養成・確保





その他 ：資格取得の呼びかけ / インターバル受け入れ

























＜府追加項目＞

相談支援専門員の資質向上




※複数回答有
その他 ：自立支援協議会の部会での事例検討
　　　　　 相談支援事業所連絡会において相談支援専門員の質の向上等に向けた研修

























＜府追加項目＞
相談支援専門員の資質向上
















その他：障がい者相談支援調整事業委託事業者、相談支援ネットワーク




	
	テーマ
	成年後見制度の理解 / 事例検討 / 報酬改定 / 相談支援体制 / 障がい特性 / 
障害者虐待防止法・障害者差別解消法/報酬改定のポイント等





＜府追加項目＞
計画相談支援及び障がい児相談支援の給付





























＜府追加項目＞
主任相談支援専門員



○「大阪府相談支援専門員人材育成ビジョン（主任相談支援専門員の役割）」
　を確認した市町村： 26市町村













	配置している場合、配置に係る考え方　（自由記述）

	○各基幹相談支援センターに１名以上配置
○委託相談支援事業所を優先
○基幹相談支援センターや委託相談支援事業所など地域支援の中核を担うべき方を配置
○基幹相談支援センター、地域活動支援センター、他は希望があれば
○計画相談事業所1事業所につき1名以上



	配置していない場合、主任相談支援専門員養成研修へ推薦しない理由や課題等　（自由記述）

	○推薦可能な人材がいない



＜府追加項目＞
主任相談支援専門員













	整理できている場合、役割に係る考え方　（自由記述）

	○困難ケースへの対応など
○相談支援専門員の資質向上のための研修など
○地域の相談支援での中核的役割を担う
○地域の事業所への個別事例のスーパーバイズやサポート
○自立支援協議会への参画


　
	整理できていない場合、その理由や課題等　（自由記述）

	○検討中
○委託相談支援センター等との役割の考え方
○期待する役割はあるが、基幹相談支援センターが未設置のため具体的な役割の整理には至っていない。



＜府追加項目＞
主任相談支援専門員



○主任相談支援専門員養成研修修了者を管内の指定相談支援事業所等に
　周知している市町村： 19市町村























	その他： 研修企画／　研修講師／　相談支援体制等への意見聴取



[image: ]＜府追加項目＞



[image: 主任相談支援専門員の人材育成の関わりについてのグラフ
研修の企画・運営24
研修講師12
ファシリテーター24
事例検討のスーパービジョン15
支援技法や情報の伝達20
OJTの受入れ7
相談支援従事者研修のインターバル受入32
その他2]












[image: 主任相談支援専門員の自立支援協議会への参画
部会に参画30
全体会に参画19
事務局の運営25]


	









[image: ]主任相談支援専門員













開催回数： １～５回、不定期開催


	


	内容

	○主任としての活動状況について情報交換
○市内の相談支援体制の共有や人材育成についての協議を実施
○新任の相談支援専門員への研修とその内容を協議
○事例検討
○法律相談





[image: ][image: ]




	主任相談支援専門員が地域と関わることで、相談支援の活性化につながった取組み

	○初任の相談支援専門員を対象とした交流会の開催により相談支援専門員の連携強化や
負担軽減を図っている。
○初任研・現任研インターバルの主任相談支援専門員によるグループスーパービジョン

















主任相談支援専門員
＜府追加項目＞











基準がある場合、その内容　（自由記述）
○地域の相談支援の中核を担う機関、常勤かつ専従の主任相談支援専門員を1名以上配置、助言・指導を行うことができる体制が整備されていること
○主任相談支援専門員が自立支援協議会に参画する事業所であって、当該支援専門員が市内の別事業所に対し、指導助言を実施していること
○自立支援協議会への参画
○主任相談支援専門員による地域における中核的な役割として期待される取組を特に評価
○加算 （Ⅰ）実施地域の相談支援の中核的な役割を担う事業所において、助言・指導をしている場合
　　  　 （Ⅱ）その他事業所において研修を実施している場合












基準がない場合、その理由（課題）等　（自由記述）
○必要がないため
○地域での役割等が明確になっておらず、設定できない
○加算Ⅰについては基幹以外の事業所が算定するための条件設定を検討している
○検討中









相談支援全般
＜府追加項目＞




市町村において相談支援の充実・強化に向けた課題
○事業所・人材不足
○相談支援専門員の質向上 
○多機関連携
○小規模事業所の増加 










相談支援体制の充実に向けた、市町村独自の取組み
○相談支援専門員を対象とした研修の実施 
○基幹相談支援センターへのスーパーバイザーの派遣 
○相談支援専門員初任者研修研修費補助金
○相談支援事業所新規開設及び運営補助金
○自立支援協議会ケアマネジメント連絡会議 
○相談支援専門員向け研修開催
○既存の障害福祉サービス事業所等に指定相談支援事業所の新規開設を働きかけ 
○基幹・委託・特定や主任相談支援専門員の役割についての整理

















＜府追加項目＞
基幹相談支援センターについて





基幹相談支援センターの充実・強化に向けた課題（自由記述）
○職員の専門性やスキルの向上、人材の安定的確保
○（市町村）直営のため虐待対応を優先せざるをえず、地域づくりまで手が回らない 
○社会資源のネットワーク化に至らない
○対応すべきケースの増加に体制が追い付かない 
○人材不足












基幹相談支援センターの充実・強化に向けた市町村独自の取組（自由記述）
○基幹相談支援センター連絡会の定期的に開催し、課題の共有や支援力の向上
○多機関連携を見据えた日常生活圏域での担当制
○委託、基幹会議の実施、出張相談の実施、障害者雇用センターを併設し社会参加及
び雇用支援を実施
○市が基幹相談支援センターの相談員に助言












＜府追加項目＞

令和6年度の報酬改定について


　　

令和６年度報酬改定（相談支援分野）により課題と感じている部分（自由記述）
○新設や細かい区分の設定など、複雑でわかりにくい
○加算の増加に事業所が対応できていない
（一人の事業所や小さな法人が運営していることも多い）
○かかる時間や手間に比べ、全体的に報酬が低い
○さらなる基本報酬の見直し












意思疎通について




指定特定・指定障がい児相談支援事業所に配置されている相談支援専門員（主任含む）の人数（経年比）


相談支援専門員（主任含む）数	
H31.4.1	R2.4.1	R3.4.1	R4.4.1	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1	2003	2161	2393	2459	2614	2788	3018	１事業所あたりの平均相談支援専門員（主任含む）数	
H31.4.1	R2.4.1	R3.4.1	R4.4.1	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1	2.0273279352226719	2.0329256820319848	2.0936132983377078	2.0525876460767947	2.0680379746835444	2.1137225170583775	2.1373937677053823	
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大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村	0.47143916170783995	0.32860835487367629	0.27941176470588236	0.53509905254091306	0.33470648815653964	0.49906989104437949	0.33839918946301922	0.55012566322256351	0.31049250535331907	0.32193158953722334	0.81232704402515721	0.59644478063540096	0.32868171021377673	0.2328159645232816	0.45	0.54743339831059135	6.39481000926784E-2	0.59540889526542329	0.35413642960812775	0.38655841226883175	0.26100000000000001	0.33240997229916897	0.27914893617021275	9.9319727891156465E-2	1.6774193548387096E-2	0.29577464788732394	0.51324965132496514	0.5780573025856045	0.2715894868585732	0.44712990936555891	0.40357142857142858	4.0160642570281121E-3	0.17128027681660898	0.58536585365853655	0.11023622047244094	0.17699115044247787	0.17228464419475656	0.25814536340852129	0.27450980392156865	0.15656565656565657	0.51798561151079137	0.46192893401015228	0.48888888888888887	
大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村	21539	4408	1026	2684	746	2855	434	2531	397	1094	1856	2167	1551	452	794	1195	663	719	857	978	1177	305	658	658	606	288	409	2245	443	477	476	422	271	277	47	27	153	208	79	66	120	105	47	
大阪市	堺市	岸和田市	豊中市	池田市	吹田市	泉大津市	高槻市	貝塚市	守口市	枚方市	茨木市	八尾市	泉佐野市	富田林市	寝屋川市	河内長野市	松原市	大東市	和泉市	箕面市	柏原市	羽曳野市	門真市	摂津市	高石市	藤井寺市	東大阪市	泉南市	四條畷市	交野市	大阪狭山市	阪南市	島本町	豊能町	能勢町	忠岡町	熊取町	田尻町	岬町	太子町	河南町	千早赤阪村	10235	2481	593	2387	627	1062	170	1728	254	500	1327	1874	1037	136	541	851	3	608	157	610	1011	65	403	232	156	192	285	0	4	267	413	0	120	252	0	15	82	29	1	27	67	43	7	


社会福祉法の改正により創設された
「重層的支援体制整備事業」の実施状況

社会福祉法の改正により創設された「重層的支援体制整備事業」について、貴市町村の実施状況（予定）を教えてください。	
令和６年度以前から実施	令和７年度に実施	令和８年度に実施予定	検討中	未定	19	8	2	6	8	


相談支援体制の協議・検討の場として
の設置




その他の枠組み　[値]
検討していない
 [値]

自立支援協議会	相談支援事業所連絡会	その他の枠組み	検討していない。	40	19	6	0	
協議・検討事項について

協議・検討事項について、教えてください。	
相談支援体制の強化・充実方策	計画相談支援・障がい児相談支援の推進策	基幹相談支援センター、委託相談支援事業所、指定相談支援事業所の役割	困難ケースの検討	その他	41	26	28	35	3	


事業所及び相談支援専門員の確保のために実施している取組み

事業所及び相談支援専門員の確保のために実施している取組みについて、教えてください。	
既存の障がい福祉サービス事業所等に指定相談支援事業所の新規開設を働きかけている	管内の指定相談支援事業所に相談支援専門員の増員を働きかけている	単独補助制度を設けている	事業所の経営・業務の実態把握調査を行っている	その他	12	13	4	8	5	


相談支援専門員の資質の向上のために実施している取組み

相談支援専門員の資質の向上のために実施している取組みについて、教えてください。	
研修を行っている	計画相談の進め方について検討の場を設けている	事業所間の情報交換の場を設けている	計画相談の点検・評価を行っている	基幹相談支援センター又は市町村職員が助言を行っている	その他	29	18	37	7	32	2	


研修等の実施主体について

研修等の実施主体について、教えてください。	
市町村	基幹相談支援センター	委託相談支援事業所	自立支援協議会事務局	その他	8	17	5	16	4	


サービス等利用計画等の評価について

サービス等利用計画等の評価について、教えてください。	
すべてについて実施する	新規支給決定分について実施する	相談支援専門員ごとに数事例を抽出し実施する	無作為抽出で実施する	セルフプランについて実施する	その他	4	1	1	1	0	1	


セルフプラン作成者への働きかけについて

セルフプラン作成者への働きかけについて、教えてください。	
相談支援専門員による計画作成について十分な説明を行なっている　	相談支援専門員によるケアマネジメントを希望の有無を確認している	セルフプランから計画相談への移行を促している	セルフプラン作成者に対して、市町村又は基幹相談支援センター等が定期的に状況の把握モニタリングを行っている	セルフプラン作成数を把握・検証する場がある	その他	17	20	20	7	5	1	


管内の主任相談支援専門員の配置について

管内の主任相談支援専門員の配置について、教えてください。	
配置している	配置していない	36	5	


主任相談支援専門員の役割

主任相談支援専門員の役割について、教えてください。	
整理できている	整理できていない	22	19	


主任相談支援専門員に期待する役割

主任相談支援専門員に期待する役割について、教えてください。	
困難ケースの支援	地域・協議会における中核的な役割	人材育成・後進の指導	困難ケースのスーパービジョン	相談支援従事者研修（初任者・現任）のインターバル受入	その他	34	39	37	28	30	1	


主任相談支援専門員による管内又は圏域における連絡会等の実施について

主任相談支援専門員による管内又は圏域における連絡会等の実施について、教えてください。	
実施している	実施していない	14	27	


今後、主任相談支援専門員の理解や活動を支援するうえで、必要な取組みについて

今後、主任相談支援専門員の理解や活動を支援するうえで、どのような取組が必要かご記入ください。	
主任相談支援専門員のためのフォローアップ連絡会、研修会	府内全域（又は圏域）での意見交換	市町村職員を対象とした説明会	23	15	7	


主任相談支援専門員配置加算の基準等について

主任相談支援専門員配置加算の基準等について、教えてください。	
基準がある	基準がない	11	25	


聴覚障がい及び視覚障がいの利用者と意思疎通するために
相談支援専門員以外の方を雇用している事業所

管内において、聴覚障がい及び視覚障がいの利用者と意思疎通するために	
事業所がある	事業所がない	4	33	


住宅入居等支援事業の実施内容


①障害者向け住宅の確保、リストの作成	
2	②入居支援（不動産業者に対する物件斡旋依頼、家主等との入居契約手続き支援）	
14	③24時間支援（夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等）	
2	④居住支援のための関係機関によるサポート体制の調整	
14	⑤現に障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に対する①～④の取組	
1	⑥その他	
1	


住宅入居等支援事業の実施状況

[分類名]
 [値]
[パーセンテージ]

③未実施 
[値]
 [パーセンテージ]


①実施	②複数市町村共同で実施	③未実施	18	25	
指定特定・指定障がい児相談支援事業所数（経年比較）

市町村から障がい者相談支援事業の委託を受けている事業所	
H31.4.1	R2.4.1	R3.4.1	R4.4.1	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1	180	175	175	176	171	181	175	市町村から障がい者相談支援事業の委託を受けていない事業所	
H31.4.1	R2.4.1	R3.4.1	R4.4.1	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1	808	888	968	1022	1093	1138	1237	指定特定・指定障がい児相談支援事業所のうち	
H31.4.1	R2.4.1	R3.4.1	R4.4.1	R5.4.1	R6.4.1	R7.4.1	988	1063	1143	1198	1264	1319	1412	
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